
 

 

 

群馬県立学校の教育職員の業務量管理・健康確保措置実施計画について 

 

教育委員会 学校人事課 

１ 策定理由 

給特法の改正により、教育委員会は、改正後の給特法第８条の規定により、国指針に即して「業務

量管理・健康確保措置実施計画」を策定すること等が義務付けられた。 

県教育委員会では、給特法及び国指針の改正を受けて、「群馬県立学校の教育職員に関する業務量

管理・健康確保措置実施計画」（以下「本計画」という。）を策定し、学校における働き方改革の更な

る推進を図る。 

 

２ 計画内容 

第１ 本計画策定の趣旨等 

〇本計画の趣旨 

〇本計画の対象（本県の県立学校の教育職員） 

〇本計画の期間（令和８年度～令和 11 年度まで） 

第 2 本県の状況 

  〇時間外在校等時間 

  〇ワーク・ライフ・バランスや働きがい 

第３ 本計画の目標  

  〇時間外在校等時間に関する目標 

  〇ワーク・ライフ・バランスや働きがい等に関する目標 

第 4 実施する業務量管理・健康確保措置の内容 

〇「学校と教師の業務の 3 分類」を踏まえた業務の見直し 

・本計画では、国が示した業務の 3 分類に基づき業務の整理を行うとともに効率化と負担軽

減を推進する。 

〇「学校と教師の業務の３分類」以外の措置の推進 

    ・本県においては、これまでに取り組んできた学校現場における具体的な措置も継続して推

進する。 

  〇教育職員の健康及び福祉の確保に関する取組 

   ・県教育委員会は、教育職員の健康と福祉の両面から支援体制の充実を図る。 

 第 5 実効性の確保 

〇県教育委員会、県立学校、それぞれにおける取組、また、保護者・地域・関係団体との連携に

より実効性を確保する。 

 

３ 施行期日 

令和 8 年 4 月 1 日 

 令和 8 年 3 月 16 日 

学校人事課 管理係 
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